
都市計画山直東地区地区計画を次のように決定する。

1．地区計画の方針

Ⅰ.産業地区

Ⅱ.沿道にぎわい地区

Ⅲ.生活利便・公益施設地区

Ⅳ.沿道産業地区
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【Ⅴ.農業・住宅共存地区】
5.

南部大阪都市計画地区計画の決定（岸和田市決定）

　広域幹線道路を活かし、農業振興の推進と交通利便性の高い住宅地が共存した既存集落地
の環境を保全する。

地区施設の
整備の方針

産業地区を中心とする磯之上山直線以北のエリアは、地区内及び周辺の自動車交通を円滑に
処理するため、都市計画道路泉州山手線・磯之上山直線に接続する区画道路を土地区画整
理事業等により適切に配置する。
磯之上山直線以南のエリアは、都市計画道路泉州山手線・磯之上山直線により地区周辺の自
動車交通を円滑に処理しつつ、既に形成されつつある市街地の住環境の保全と交通安全に配慮
し、地区内への過度な通過交通を抑制するよう区画道路及び生活道路を配置する。また、生活
道路には、必要に応じて待避所を設置する。

名　　　称 山直東地区地区計画
位　　　置 岸和田市三田町

バスの乗降者の安全性と歩行者等の休憩の場として、緑の連続性に配慮した広場を配置する。
周辺地形との連続性に配慮した緑地等を配置するとともに、多世代の住民や来訪者の休憩や集
いの場となり、災害時には避難場所となりうる公園や広場を配置する。
雨水流出抑制施設を土地区画整理事業により配置するとともに、大規模開発等において浸透
施設・貯留施設の整備を促進する。

建築物等の
整備の方針

広域交流拠点の形成を推進するため、地区の特性に応じて、建築物等の用途、敷地面積の最
低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度等を定める。
緑化率の最低限度を定め、住環境の保全と潤いある産業地の形成、また延焼遮断帯の形成を
推進する。

良好な住環境を保全するため、開発許可制度により建築物等の規制・誘導を行う。

住宅・建築物について、年間のエネルギー収支ゼロをめざすZEH・ZEB水準の省エネルギー性能の
確保に努める。

Ⅴ.農業・住宅共存地区

面　　　積 約 30.4 ha
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地区計画
の目標

　本地区は、広域連携軸「都市計画道路泉州山手線」と地域連携軸「都市計画道路磯之上山直
線」との交差部に位置し、「人、モノ、情報の拠点となるにぎわいのある“まち”」、「地域を支える産業があ
る活力ある“まち”」、「豊かなみどりと防災性を兼ね備えた安心で安全な”まち”」を基本コンセプトに、広
域交流拠点の形成を図ることを目標とする。
　新たに整備される泉州山手線を活かし、周辺土地利用との調和と環境保全に配慮しつつ、土地区画
整理事業による事業効果の維持・増進、宅地開発事業の適正な誘導、また既存集落地の住環境保
全など、各エリアの特性を踏まえた市街地形成を推進する。

土地利用
の方針

　地区全体を５地区に区分し、それぞれ以下の方針により土地利用を誘導する。

　広域幹線道路沿道の立地特性を活かし、周辺環境の保全を図りつつ、大規模な産業施設の
立地を誘導する。

　幹線道路沿道の立地特性を活かし、業務施設、沿道サービス施設、店舗等の商業施設の立
地を誘導する。

　山直市民センターを核とした生活利便施設や公益施設を誘導するとともに、広域幹線道路沿
道は、住環境に配慮しつつ交通利便性を活かした土地利用を誘導し、地域コミュニティや生活拠
点機能を備えた市街地の形成を図る。

頻発化・激甚化する洪水災害から人命を守るため、想定最大規模の浸水に備え、建築物等の
浸水対策を定める。

　広域幹線道路を活かし、周辺の住環境に配慮しつつ、小中規模の産業施設や店舗等の立地
を誘導する。




